
堺市ごみ減量化等啓発物品貸出要領 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、資源循環推進課が所有する啓発物品（以下「啓発物品」という。）を

貸出すことについて、必要な事項を定める。 

（貸出目的） 

第２条 本市が啓発物品を貸出すことにより、ごみの減量化、資源化、分別等（以下「ご

み減量化等」という。）について、市民、事業者、各種団体等の意識向上及び積極的な活

動の取組みに寄与することを目的とする。 

 （貸出物品） 

第３条 啓発物品のうち、貸出しを行う物品（以下「貸出物品」という。）は、資源循環推

進課長が別途定めることとする。 

 （貸出対象者） 

第４条 貸出対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 堺市に在住する者 

 (2) 堺市に在勤する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（貸出申請） 

第５条 貸出物品の貸出しを受けようとする者は、ごみ減量化等啓発物品貸出申請書（様

式第１号）（以下「申請書」という。）により、市長に申請し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の申請書は、貸出しを受けようとする日のおおむね５日前までに申請するものと

する。 

（貸出承認） 

第６条 市長は、前条の規定による貸出申請があった場合は、その内容が次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、当該申請を行った者（以下「申請者」という。）に対し、貸

出物品の貸出しを承認する。 

(1) 申請者が貸出しを受ける予定の期間に、既に他の者への貸出しが決定しているとき。 

(2) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(3) 特定の個人、政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると

認められるとき。 

(4) 営利目的として使用すると認められるとき。 

(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められると

き。 

(6) 特定の個人、又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。 



(7) 本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(8) 申請者が過去に、故意又は過失により第１１条に規定する取消し等を受けた者であ

るとき。 

(9) その他市長が使用について不適当と認めたとき。 

２ 市長は、貸出申請の内容が適当であると認める場合は、ごみ減量化等啓発物品貸出承

認通知書（様式第２号）（以下「承認通知書」という。）により通知するものとする。 

３ 市長は、貸出申請の内容が不適当であると認める場合は、ごみ減量化等啓発物品貸出

不承認通知書（様式第３号）（以下「不承認通知書」という。）により通知するものとす

る。 

（貸出承認の期間） 

第７条 前条の貸出に係る承認（以下「貸出承認」という。）の期間は、１か月間を限度と

する。ただし、市長が認める場合はその限りではない。 

（使用料） 

第８条 貸出物品の使用料は、無料とする。 

（貸出条件） 

第９条 貸出承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の貸出条件を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 申請書に記載した使用目的以外に使用しないこと。 

(2) 貸出しを受ける権利を譲渡し、又は貸出物品を他人に使用させないこと。 

(3) 貸出物品の複写、複製、改変はしないこと。 

(4) 市の承認なく貸出承認の内容を変更しないこと。 

(5) 貸出物品を滅失し、又は破損しないこと。 

(6) 使用期間が終了したときは、速やかに返却すること。 

(7) その他市長が求める条件。 

（貸出承認の変更） 

第１０条 使用者は、既に貸出承認を受けた内容を変更するときは、申請書により、市長

に改めて貸出申請をし、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の貸出申請があった場合は、その内容が第６条第１項の各号のいずれか

に該当する場合を除き、貸出物品の貸出しを承認し、承認通知書により通知するものと

する。 

３ 市長は、第１項の貸出申請の内容が不適当であると認める場合は、不承認通知書によ

り通知するものとする。 

 

（貸出承認の取消し等） 

第１１条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者

に対し、使用に係る貸出承認の取消し、制限、又は停止（以下「取消し等」という。）を



行うことができる。 

(1) 第９条のいずれかを遵守していないと認められるとき。  

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。  

(3) 本市が使用する必要が生じたとき。  

(4) 使用期間を終了しても返却しないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長がその使用の継続を不適当であると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消し等が生じた場合は、当該使用者に、ごみ減量化等啓

発物品貸出承認取消等通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた使用者は、当該取消し等にかかる貸出物品をいかなる

場合であってもその後使用してはならない。 

４ 第２項の規定による通知を受けた使用者は、当該取消し等にかかる貸出物品を直ちに

返却しなければならない。 

５ 市長は、取消し等をした使用者に対して、当該貸出物品の返却を求めることができる。 

（責任の制限） 

第１２条 前条の規定により取消し等を行った場合、使用者に損害が生じても、市はその

責めを負わない。 

２ 使用者が貸出物品の使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたときは、

速やかに市長に通知するとともに、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解

決を図るものとする。 

（使用者の責任）  

第１３条 使用者が故意又は過失により貸出物品を滅失し、又は破損した場合は、使用者

の責任と負担により、補修等を行い、原状に復さなければならない。 

２ 使用者が故意又は過失により本市に損害を与えたときは、市長は、その賠償を請求す

ることができる。  

３ 使用者が、貸出物品を使用することにより第三者に対し、損害又は損失を与えた場合

において、市長は法律上の責任を一切負わない。 

（補則） 

第１４条 この要領の施行について、必要な事項は、資源循環推進課長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日）  

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 


